


窓口業務(一部)の時間延長をしています！
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支給対象者と思われる方には、６月末に平成 26 年度の市民税（均等割）が課税されない旨のお知らせ文にあわせ
て、臨時福祉給付金申請書一式を送付しますので、下記の要領に従って申請してください。

◆臨時福祉給付金とは
消費税率引き上げに伴い、所得の低い方への負担を減らすため、暫定的・臨時的な措置として支給される給付

金です。（支給は１回限りです）
◆支給対象者
　次の①および②の両方に該当する方
　①基準日（平成 26 年１月１日）に八幡浜市に住民登録がある方
　②平成 26 年度分の市民税（均等割）が課税されていない方
　※ただし、ご自身を扶養している方が課税されている場合や生活保護の受給者である場合などは除きます。
　※市民税を申告していない方は、支給判定が困難な場合がありますので、必ず申告してください。

◆支給額
①支給対象者１人につき１万円

　　②支給対象者の中で以下のいずれかに該当する方には、１人につき５千円を加算
　　　・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
　　　・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
◆申請方法

申請手順

受付期間 ７月１日（火）　～　１２月２６日（金）
　　　　　　　　　※平日の窓口受付は、８：３０～１７：１５です。
　　　　　　　　　※土日祝日は、原則窓口受付は行いません。
　　提出書類 ・申請書（誓約・同意事項を確認の上、ご記入ください）
　　　　　　　　・支給対象者全員分の本人確認書類の写し　
　　　　　　　　・申請者名義の口座が確認できる書類の写し
　　提 出 先 ・市役所市民課「臨時福祉給付金」窓口（八幡浜庁舎 1階）　
　　　　　　　　・市役所保内庁舎管理課　総合窓口係（保内庁舎 1階）
　　申請方法 郵送または窓口での申請
　　　　　　　　　※同封しております返信用封筒をご利用ください。
　　　　　　　　　※窓口の混雑緩和にご協力ください。
◆給付金の受取方法

原則として申請書に記載された指定口座に入金します。（給付金の初回振り込みは、８月中旬頃の予定です）
　　※金融機関に口座のない方や金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方は、担当窓口にご相談ください。
　【留意事項】

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の両方とも支給対象に該当する可能性のある方は、必ず両方の
申請をしてください。
※片方が対象から外れた場合に申請期間を過ぎると支給できなくなる場合があります。［両方の受給はできず、

　　臨時福祉給付金が優先されます。子育て世帯臨時特例給付金の対象になりそうな方（公務員を除く）へは、児
　　童手当・特例給付現況届と一緒に５月末に申請書用紙を送付しています］

　◎問い合わせ　　市役所市民課　「臨時福祉給付金」窓口　２２ー３１１１（内線１２４）

臨時福祉給付金のお知らせ ～市民税 ( 均等割 )が課税されない皆さんへ～

　◎問い合わせ　　市役所市民課　２２ー３１１１（内線１１７・１２２）

　　　　　　　　　または　保内庁舎管理課　（内線８２０８、８２０９）

八幡浜市から
申請書が届く

(支給要件を
　確認の上 )
申請書に記入

八幡浜市へ
申請書を
返送・提出

（審査後）
給付金を受給

午後６時３０分まで

　八幡浜市では、毎週月曜日は保内庁舎（保内庁舎管理課）、金曜日は八幡浜庁舎（市民課）において、住民票の

写し等の交付事務を午後６時３０分まで時間を延長して行っています。

延長業務の内容　①住民票の写しの交付、②戸籍謄（抄）本の交付、③印鑑登録および証明書の交付

※転入、転出、転居等の住所の異動、国民健康保険および年金等の手続きはできませんのでご注意ください。

※戸籍の届け出については、従来どおり宿直で受領します。
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お忘れではありませんか？

（１）『児童手当・特例給付現況届』の提出は、６月３０日までです！
児童手当・特例給付の受給者は、毎年６月１日における状況を現況届により市に届け出し、引

き続き受給資格があるかどうか審査を受けなければなりません。
対象者には、「現況届・特例給付現況届」を市から５月末に送付していますので、必要事項を記

入し、添付書類とあわせて提出してください。（※６月 30 日までに提出する場合は、「（２）子育
て世帯臨時特例給付金」の申請書に同封して提出していただいても構いません）
提出がない場合には、６月分以降の手当（10 月支給予定）が受けられなくなりますのでご注意

ください。
なお、審査の結果については、審査終了後（８月中旬以降）、順次郵送にて通知します。

　

（２）『子育て世帯臨時特例給付金』の申請は、９月３０日までです！
給付金を受給するためには申請が必要です。５月末に送付している『児童手当・特例給付現況

届』にあわせて同封している申請書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて返信用封筒で提出
してください。
公務員の方は、職場から配布されている申請書、児童手当受給証明書、振込先金融機関口座確

認書類を郵送していただくか、直接窓口までご持参ください。

なお、給付金の振り込みは、第１回目が８月中旬の予定です。

【留意事項】
子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金の両方の支給対象に該当する可能性のある方は、

必ず両方の申請をしてください。
※片方が対象から外れた場合に申請期間を過ぎると支給できなくなる場合があります。（両方の受
給はできず、臨時福祉給付金が優先されます。臨時福祉給付金の対象になりそうな方へは、６月
末に申請書を送付します）

平成 26 年 7月 1 日から、し尿・浄化槽汚泥の汲み取り料金が変わります
し尿、浄化槽汚泥の汲み取り料金（収集、運搬および処分手数料）は、平成８年７月に改定して以来

据え置いていましたが、この間の人口減少による汲み取り量の減少、収集等に係るコストの増高等により、
平成２６年７月１日から、下記のとおり料金を改定します。

区 分 現 行 料 金 新 料 金

し 尿 処 理 手 数 料
１３５円／１８リットル

１６５円／１８リットル

浄 化 槽 汚 泥 処 理 手 数 料 １４６円／１８リットル

○問い合わせ 市役所生活環境課　環境衛生係　２２－３１１１（内線２７３・２７４）

『児童手当・特例給付の現況届』の提出
『子育て世帯臨時特例給付金』の申請

糖尿病教室　べつばらコースを開催します 参加費無料
事前予約不要

「糖尿病」と一言でいっても、インスリ
ン注射をしている方、腎臓の悪い方、運動
ができない方…など、画一的な話では十分
なことがお話しできないのが現状です。
そこで、１つのテーマを決めて、少し専

門的なことをお話しする会を企画しました。
その都度、テーマに関して興味のある方

はご参加ください。

○問い合わせ 市立八幡浜総合病院　糖尿病チーム　２２－３２１１（内線２１８）

対象者　糖尿病の方・ご家族

日　時　７月 23 日 (水 )　 14：00 ～ 15：00

場　所　市立八幡浜総合病院　中央診療棟　３階

内　容　「運動を長続きさせるコツ」

運動したいけど膝が痛くて…、効果的な運動って？など、
運動療法が続けやすくなるコツをお教えします。当日は簡
単な運動をしますので、動きやすい服装でお越しください。

◎問い合わせ 市役所市民課　年金係「子育て世帯臨時特例給付金窓口」　２２－３１１１（内線１１４～１１６）



問い合わせ ： 市 役 所　２２‐３１１１

・加入・脱退に関すること 市民課市民係（内線１３０～１３２）
または保内庁舎管理課総合窓口係（内線８２０９）

・医療費（支給）に関すること 市民課国保係（内線１１２・１１３）
・税額に関すること 税務課市民税係（内線２１３・２１４）
・納税に関すること 税務課徴収係（内線２０２～２０５）
・口座振替に関すること 税務課庶務係（内線２０９）
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国
民
健
康
保
険
税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
加
入
者
の
皆
さ
ま
が
国
保
税
を
出
し
合

い
、
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
と
き
に
加
入
者
の
誰
も
が
平
等
な
治
療
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。

し
か
し
、
近
年
で
は
加
入
者
の
高
齢
化
や
生
活
習
慣
病
な
ど
に
よ

り
毎
年
医
療
費
は
増
加
し
、国
保
は
厳
し
い
運
営
と
な
っ
て
い
ま
す
。

健
全
な
国
保
財
政
の
運
営
が
図
れ
る
よ
う
、
加
入
者
の
皆
さ
ま
の

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
22
年
度
よ
り
開
始
さ
れ
た
非
自
発

的
失
業
者（
倒
産
・
解
雇
や
雇
い
止
め
な

ど
に
よ
る
離
職
を
さ
れ
た
方
）を
対
象
と

し
た
軽
減
措
置
が
26
年
度
も
継
続
さ
れ
ま

す
。対
象
と
な
る
方
の
給
与
所
得
を
30
／

１
０
０
に
し
て
国
保
税
を
算
定
し
、ま
た

高
額
療
養
費
の
所
得
区
分
に
つ
い
て
も
判

定
し
ま
す
。

医
療
費
が
増
え
る
と
、そ
の
費
用
を
補

う
た
め
に
国
保
税
の
引
き
上
げ
に
つ
な
が

り
ま
す
。次
の
点
に
気
を
つ
け
て
医
療
費

を
節
約
し
、上
手
な
受
診
を
心
が
け
ま
し
ょ

う
。

・
で
き
る
だ
け
診
療
時
間
内
に
受
診
し
ま

し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
、
早
期
発

見
、
早
期
治
療
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

・
む
や
み
に
薬
を
欲
し
が
る
の
は
や
め
ま

し
ょ
う
。

・
か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

・
医
師
を
信
頼
し
て
、指
示
を
守
り
ま
し
ょ

う
。

　
国
保
の
加
入
・
脱
退（
転
入
、
転
出
、

他
の
健
康
保
険
か
ら
の
離
脱
、他
の
健
康

保
険
へ
の
加
入
な
ど
）に
は
、
届
け
出
が

必
要
で
す
。

　
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、資
格
の

で
き
た
時
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
税
を

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
り
、

そ
れ
ま
で
の
医
療
費
も
全
額
自
己
負
担
と

な
り
ま
す
の
で
、必
ず
14
日
以
内
に
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
非
自
発
的
失
業
者
に
係
る

　
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

◆
医
療
費
を
有
効
に
使
う
た
め
の

　
ポ
イ
ン
ト

◆
加
入
・
脱
退
の
届
け
出
は
お
早
め
に

平成２６年度制度改正について

地方税法等の改正により、国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平の

確保および中低所得者層の保険税負担の軽減を図るため、国民健康保険税条例

の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。

① 後期高齢者支援金分と介護分の課税限度額が変わりました。
　　後期高齢者支援金分　【改正前】１４万円　→　【改正後】１６万円
　　介護分　　　　　　　【改正前】１２万円　→　【改正後】１４万円

② 低所得者に係る国保税の軽減対象範囲が拡大しました。

※７割軽減基準額（33万円）については変更ありません。

※軽減判定所得には、被保険者全員の所得に加えて国民健康保険に加入していな

　い世帯主の所得も含まれます。

軽 減 基 準 ５割軽減 ２割軽減

現　　　行
33万円＋(24.5万円×世帯主を
除く被保険者数 )

33万円＋(35万円×被保険者数)

26年度以降
33万円＋(24.5万円×被保険者
数 )

33万円＋(45万円×被保険者数)

拡大の内容

・これまで２人以上の世帯が対
象でしたが、単身世帯も対象
となります。

・基準額が引き上げられます。

・基準額が引き上げられます。

◆税率表（ア＋イ＋ウ＋エが国保税額となります）

国保税は必ず期限内に納めましょう

災害などの特別な事情がないのに国保
税を納付しない場合は、保険証の返還お
よび資格証明書の交付、保険給付の差し
止めを行うよう義務づけられています。
健全な国保運営のためにも、必ず期限内
に国保税を納めましょう。

※ 支援金分と介護分の課税限度額が、それぞれ 2万円の増額となり、その他の税率は前年度と同率です。
※ 40 ～ 64 歳までの方は、医療分・支援金分・介護分を合わせたものが、国保税額となります。
※ 所得の少ない世帯については、均等割と平等割の一部を減額する制度があります。（所得の申告が必要です）

区分
平成 26 年度

備　　考 補　　足
医療分 支援金分 介護分

ア 所得割額 6.3% 2.2% 1.5% (前年中の所得等－33万円)に左記の税率を乗じる 支援金分(後期高齢者支援金等賦
課額 )とは・・・
後期高齢者医療制度を支援する財
源の一部となるものです。
介護分(介護納付金賦課額)とは・・・
40～ 64歳までの方(介護保険第
2号被保険者)を対象に計算する
介護保険料で、医療保険の一部と
して納めていただきます。

イ 資産割額 33% 12% 9 % 固定資産税(土地・家屋分のみ)に左記の税率を乗じる

ウ 均等割額 20,000円 6,000 円 7,500 円 左記の金額に国保加入者数を乗じる

エ 平等割額 24,000円 8,000 円 5,500 円 １世帯につき左記の金額

課税限度額 51 万円 16 万円 14 万円
ア～エを算出し合計した金額で、課税限度
額を超えた部分は切り捨て
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①
送
付
に
つ
い
て

保
険
証
は
、
７
月
下
旬
頃
に
「
特
定

記
録
郵
便
」
で
送
付
し
ま
す
。
お
手
元

に
届
か
な
か
っ
た
場
合
は
、市
民
課
国

保
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
有
効
期
限
に
つ
い
て

今
回
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
平
成

27
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。（
た
だ
し
、

年
齢
到
達
な
ど
に
よ
り
有
効
期
限
が
異

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

◆
市
外
に
住
所
を
お
か
れ
て
い
る
学
生

　
や
施
設
入
居
者
の
方
は
…

保
険
証
の
交
付
に
は
、申
請
が
必
要

に
な
り
ま
す
。平
成
26
年
４
月
１
日
以

降
の
証
明
の
あ
る
「
在
学
（
在
園
）
証

明
書
」
と
印
鑑
を
持
参
の
上
、
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
卒
業
等
で
該
当
し
な
く
な
っ
た
場

　
合
、
喪
失
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

◆
や
め
る
と
き
の
手
続
き

社
会
保
険
等
に
加
入
さ
れ
た
と
き
や

被
扶
養
者
に
な
っ
た
と
き
は
、国
保
脱

退
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。新
し
い
保

険
証
と
国
保
の
保
険
証
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。新
し
い
保
険
に
加
入
し
た
日
か

ら
、国
保
の
保
険
証
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
。

◆
高
齢
受
給
者
の
方
の
自
己
負
担
割
合

　
に
つ
い
て

70
～
74
歳
の
方
の
医
療
費
等
の
負
担

割
合
は
「
３
割
」
か
「
２
割
（
た
だ
し
、

誕
生
日
が
昭
和
19
年
４
月
１
日
ま
で
の

方
は
軽
減
特
例
措
置
と
し
て「
１
割
」）」

で
す
。
こ
の
負
担
割
合
は
、
平
成
25
年

中
の
所
得
に
基
づ
い
て
判
定
を
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、負
担
割
合
が
変
更
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
各
種
手
続
き
は
、
市
民
課
（
八
幡
浜

　
庁
舎
１
階
）、保
内
庁
舎
管
理
課（
保

　
内
庁
舎
１
階
）ま
た
は
各
地
区
出
張

　
所
で
行
え
ま
す
。

※
出
張
所
で
申
請
の
場
合
、保
険
証
の

　
交
付
は
後
日
と
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
市
役
所
市
民
課
　
国
保
係

　

22
ー
３
１
１
１
（
内
線
１
１
３
）

「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
」更
新
の
お
知
ら
せ

ご存じですか？母子家庭医療費助成制度・重度心身障害者医療費助成制度
◆母子家庭医療費助成制度
母子家庭の保健の向上と福祉の増進のため、国民健

康保険または社会保険の被保険者で次の①～④の方を

対象に医療費の一部（自己負担分）を助成しています。

ただし、児童については、20 歳未満でも、就職して社

会保険の対象となっている場合には対象外となります。

①児童を監護し、その者の生計を維持する配偶者の

　いない女子、②前号に定める者の監護を受け、その

　者と生計を同じくする児童、③祖母と孫または姉と

　弟妹からなる家庭であって、市長が母子家庭に準ず

　ると認めるもの、④母子および寡婦福祉法附則第３

　条に規定する父母のない児童(父母が重度の障害に

　より長期にわたって労働能力を失っているため、そ

　の扶養を受けることができない児童等 )

医療機関の窓口で健康保険証と母子家庭医療費受給

者証 (申請により発行)を提示すれば、自己負担なし

国保の「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」

の更新手続きについて
国民健康保険に加入されている方は、事前申

請により窓口で支払う負担金が自己負担限度額

までとなる「限度額適用認定証」（住民税課税世

帯に該当する70歳未満の国保加入者）・「限度額
適用・標準負担額減額認定証」（住民税非課税世

帯に該当する国保加入者）を交付しています。

現在、交付している「限度額適用認定証」・「限

度額適用・標準負担額減額認定証」は７月 31日
が有効期限となっています。引き続きご利用さ

れたい方は、市役所市民課国保係（八幡浜庁舎

１階④番窓口）または保内庁舎管理課総合窓口

係（保内庁舎１階）で更新手続きをしてくださ
い。手続きは、代理の方でも可能です。

なお、更新の手続きは８月１日（金）からに

なります。８月中に申請すれば、８月１日から
の適用となります。

◆手続きに必要なもの

①印鑑　②保険証　③お手持ちの認定証

④入院されている場合は、入院日数がわかる保
　険医療機関の証明書（領収書など過去１年間の

　入院日数が 90日を超えている場合に必要です）

※平成25年中の所得に基づいて判定しますので、

　該当しない場合があります。

※国民健康保険税を滞納していると、70歳未満
　の方は認定証の交付が受けられない場合があ

　ります。

◎問い合わせ　
　市役所市民課　国保係

　２２－３１１１（内線１１２・１１３）

で受診できます。該当する方は、保険証と印鑑をお持

ちいただき、市民課国保係に申請してください。ただ

し、生活保護を受けている方や所得税の納付義務のあ

る方は対象になりません。

◆重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者の保健衛生の向上と福祉の増進のた

め、次の方を対象に医療費の一部（自己負担分）を助

成しています。

①身体障害者手帳の１級または２級に該当する方　

　②療育手帳 Aまたは B（医）に該当する方

該当する方は、手帳、保険証および印鑑をお持ちい

ただき、市民課国保係に申請してください。ただし、

生活保護を受けている方は対象になりません。

◎問い合わせ

市役所市民課 国保係　

２２ -３１１１（内線１１２）
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●
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

（
65
歳
以
上
の
方
）

　
特
　
別
　
徴
　
収
　

老
齢
（
退
職
）、
遺
族
、
障
害
年
金

の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方

は
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
年
６
回
）

さ
れ
ま
す
。
８
月
上
旬
に
納
入
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

※
受
給
額
が
18
万
円
以
上
の
方
で
も
、

　
次
の
方
は
普
通
徴
収
に
な
る
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。

①
年
度
途
中
に
所
得
段
階
が
変
更
に

　
な
っ
た
方

②
年
金
の
現
況
届
の
未
提
出
な
ど
に

　
よ
る
支
給
停
止
や
差
し
止
め
さ
れ

　
た
方

　
普
　
通
　
徴
　
収
　

納
付
書
に
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。
口
座
振
替
を
お
申
し
込
み
の
方

は
、
指
定
口
座
よ
り
納
期
限
日
に
引

き
落
と
し
ま
す
。
７
月
中
旬
に
納
入

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

第
１
期
の
納
期
限
は
７
月
31
日（
木
）

で
す
。

●
第
２
号
被
保
険
者
の
保
険
料

（
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
）

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
（
国

民
健
康
保
険
や
職
場
の
健
康
保
険
な

ど
）
の
保
険
料
と
一
緒
に
徴
収
さ
れ

ま
す
。

保
険
料
の
計
算
方
法
や
納
付
方
法

は
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
保
険
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、
加
入
し
て

い
る
医
療
保
険
者
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
滞
納
処
分
の
実
施

納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
再
三
の
催
告
に
応
じ
ず

納
付
さ
れ
な
い
場
合
、
所
有
財
産
の

差
し
押
え
等
の
滞
納
処
分
を
実
施
し

ま
す
。

◆
滞
納
時
の
保
険
給
付
の
制
限

①
１
年
以
上
滞
納

サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
全
額
が
い
っ

た
ん
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。後
日
、

市
へ
の
申
請
に
よ
り
、
９
割
相
当
分

の
給
付
費
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

②
１
年
６
カ
月
以
上
滞
納

①
の
給
付
費（
９
割
相
当
分
）の
払

い
戻
し
を
一
時
的
に
差
し
止
め
ま
す
。

③
２
年
以
上
滞
納

サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
本
人
負
担
を

１
割
か
ら
３
割
に
引
き
上
げ
ま
す
。

（
期
間
は
過
去
10
年
間
の
納
付
状
況

に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
）

※
給
付
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

　
て
か
ら
ご
家
族
の
方
が
被
保
険
者

　
の
滞
納
状
況
を
知
る
ケ
ー
ス
が
増

　
え
て
い
ま
す
。
今
一
度
、
納
付
状

　
況
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

み
ん
な
で
支
え
る
介
護
保
険

６５歳になられた方
または転入された方

６５歳になられた方や６５

歳以上で他の市町村から転入

された方は、すぐには特別徴

収（年金からの天引き）にな

りませんので、納付書にて納

めてください。

なお、日本年金機構等から

特別徴収できる旨の連絡があ

り次第、特別徴収に変更しま

す。

※転入された方で、介護保険

料の天引きが続いている場合

は、転入前の市町村の介護保

険料ですので、還付等の手続

きについて、転入前の市町村

にお問い合わせください。

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の
方
）
の
平
成
26
年
度
の
介

護
保
険
料
額
は
、
４
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、
本
人
の
前

年
の
所
得
や
本
人
お
よ
び
世
帯
員
の
方
の
当
年
度
の
市
民
税

課
税
状
況
な
ど
に
基
づ
い
て
、
７
月
に
決
定
し
ま
す
。

今
年
度

便
利
で
安
全
、確
実
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
は
、金
融
機
関
で
行

え
ま
す
。
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一人当りの　　　　均等割額　　　　　　　　　　　　　　　　所得割額
保険料（年額）＝ ４５，２３１円 ＋ (総所得金額等－３３万円 [ 基礎控除額 ]）×所得割率９．０５％　

　平成２６年度の後期高齢者医療保険料額は、平成２５年中の所得に基づいて決定します。被保険者の皆さまに

は、７月中旬ごろに保険料額の決定通知書を送付します。

　納付の方法は、年金から天引きする「特別徴収」と納付書などで納める「普通徴収」の二通りの方法があります。

原則として年金からの天引きが可能な方は、特別徴収となります。前年度と納付方法が変更になっている方もい

ますので、決定通知書を必ず確認してください。

平成 26 年度 後期高齢者医療保険料のお知らせ

後期高齢者医療制度

・後期高齢者医療制度では、２年ごとに保険料の見直しを行っており、平成２６年度からの保険料を改定しました。

・１０円未満切り捨てで、限度額は５７万円です。

・世帯の所得に応じ、均等割額が軽減（９割・８.５割・５割・２割）される場合があります。

・所得割額を負担する方のうち、総所得金額等から３３万円（基礎控除額）を差し引いた額が、５８万円以下の方

は、所得割額が５割軽減されます。

・制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被扶養者だった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が９割

軽減されます。

※詳しくは、保険証と一緒に送付する「後期高齢者医療制度のご案内」をご覧ください。

保険料は、一人ひとりに等しくかかる「均等割額」と、前年の所得に応じた「所得割額」の合計額です。

特別徴収の対象者（年金天引き）

今回の保険料決定額から４・６・８月までの仮徴収額を

差し引いた残りの額について、１０・１２・２月の年金

天引きとなります。ただし、仮徴収した額が新たに決

定した保険料額を上回る場合は、その差額について、

後日還付の通知をします。

普通徴収の対象者（納付書など）　

納付書を同封しています。市役所またはお近くの指定金

融機関で納期限までにお支払いください。また、納付書

での納付を口座振替に変更したい場合は、指定金融機関

または郵便局へ納付書、印鑑（金融機関届出印）および通

帳を持参の上、手続きをしてください。

保険料の算出方法

８月は保険証の更新月です

　現在、使用されている保険証（青色）の有効期限は、７月３１日です。新しい保険証は、7月下旬に簡易書留（オ

レンジ色の封筒）で送付します。新しい保険証は、薄い黄色です。現在使用されている保険証は、８月１日以降は

使用できませんので、ご自分で処分されるか、市役所へ返却してください。

　新しい保険証が届いたら、住所・氏名や一部負担割合などを必ず確認してください。８月直前になっても届かな

い場合や不明な点がある場合は、お問い合わせください。

　なお、８月以降に新たに７５歳になる方の保険証は、誕生日の前月に送付します。

８月は限度額適用・標準負担額減額認定証の更新月です

　現在、使用されている限度額適用・標準負担額減額認定証（桃色）の有効期限も、７月３１日です。認定証をお持

ちの方で、次の要件を満たしている方は８月以降も該当になりますので保険証と一緒に送付します。

要件：①保険料の滞納がない方　②平成２６年度の住民税が非課税の世帯の方

③世帯内に所得の未申告者がいない方

　新たに認定証が必要な方は、保険証、印鑑および本人確認書類（代理人の場合）を持参の上、申請してください。

※長期入院該当の認定証をお持ちの方で８月以降も該当になることが確認できた方については、長期入院該当の

　認定証を送付します。届いていない方で８月以降も必要な方は申請が必要になりますのでお問い合わせください。

保険料の納め忘れはありませんか？

　納期限が過ぎている保険料の納め忘れがないか、今一度、納付状況を確認してください。納付がお済みでない

方は、市役所またはお近くの金融機関で納付してください。
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愛媛県、管内市町、ＪＡ等で構成する「西宇和みかん支援隊」が結成され、５月

22日、ＪＡにしうわ本店において立上げ式が行われました。

「西宇和みかん支援隊」は、全国屈指の柑橘産地である西宇和地域の担い手確保や

アルバイト作業員の受入れ等を支援することを目的としています。

具体的な活動として、東京や大阪の都市部における就農相談会の開催、ハローワー

クを通じた情報発信、公共宿泊施設や空き家のあっせん、農繁期における松山・八

幡浜間のシャトルバスの運行など、受入れ態勢の整備を進めます。

「西宇和みかん支援隊」発足

八幡浜市と㈱ベルワイド（対象施設：おる de

新町介護付有料老人ホーム）および㈲池上商店

（対象施設：池上マンション）との間で、5月

26日、「津波避難ビルとしての使用に関する協

定」を締結しました。

今回の協定により、市指定の津波避難ビルは、

22施設となり、全体の収容可能人数は、18,255

人となりました。

おるde新町と池上マンション
を津波避難ビルに指定

　 5月 22 日、両社から、まちづくり協力金（42万 9,148

円）の贈呈がありました。この協力金は、市と両社が締結

している「まちづくりに関する協定」に基づき、寄付を受

けているものです。
サッポロビール㈱ … 市内で販売された缶・瓶ビール１本、

樽生製品１ あたり１円を寄付

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱ … 市内の同社自動

販売機や料飲店で販売されたリターナル瓶商品１本あたり
１円を寄付

サッポロビール㈱とポッカサッポロフード＆
ビバレッジ㈱が市へ｢まちづくり協力金」を贈呈

（サッポロビール㈱） （ポッカサッポロフード
　＆ビバレッジ㈱）

東日本大震災で他地域に避難している住民の皆さまへ

－特定健康診査・後期高齢者健診のお知らせ－
　東日本大震災により、岩手県・宮城県・福島県の一部の市町村（避難元）から、住民票を異動

せずに他地域に避難されている国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者の方は、避難先

でも特定健康診査・後期高齢者健診を受けることができます。

　受診を希望される方は、避難元の市町村に電話等でお申し込みください。

◎問い合わせ　市役所市民課　国保係　２２－３１１１

対　象　地　域（避難元）

岩　手　県
盛岡市、宮古市、大船渡市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、

矢巾町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、洋野町、野田村

宮　城　県 仙台市、石巻市、気仙沼市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、女川町、南三陸町

福　島　県
福島市、白河市、喜多方市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、

川俣町、大玉村、天栄村、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町
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市では、市役所横の北浜テニスコート場において温浴施設の整備を目指します。
本事業の整備運営にあたっては、民間事業者に力を発揮していただき、より効果的な事業の展開を図るた

め、下記のとおり事業参入者を募集します。
事業内容については、①温泉井戸の掘削、②温浴施設の整備、③温浴施設の管理運営に大別されますが、

一括事業として募集します。

温浴施設の整備を目指して事業参入者を募集します

平成 23 年 3月 11 日の東日本大震災発生から３年が経過し、被災地では復興へ向けて一歩一歩進んでいる
状況ですが、依然として避難所等で厳しい生活を余儀なくされている方も多くいらっしゃいます。
これまで八幡浜市では、被災地へ職員の長期派遣や住民の活気を取り戻すため行われる復興イベント等へ

の参加、避難生活を送っている住民が引きこもりにならないよう炊き出しボランティアを行う団体に対する
支援等を行っていますが、引き続き被災地へ支援を行い、支援活動を行う希望がある団体等に活動費の支援
を行います。
つきましては、次のとおり募集を行いますので、活動費の支援を希望する団体・個人等については、事業

計画書を市役所総務課まで提出してください。

　募集期間　　　７月１日（火）～７月２５日（金）
　提出書類　　　事業計画書［総務課（八幡浜庁舎）に取りに来ていただくか、市のホームページから

　　　　　　　　　　　　　　　　ダウンロードできます］

○提出先・問い合わせ　市役所総務課　２２－３１１１（内線３２５）

整備予定地　八幡浜市北浜一丁目　北浜テニスコート場　約１，３１９㎡
事 業 概 要　①温泉井戸の掘削・・・事業主体：八幡浜市
　　　　　　　・土地の掘削深度は１，０００ｍまでとし、契約方法は、成功報酬型契約方式とします。
　　　　　　　 （成功報酬型契約方式とは、温泉法第２条に基づく温泉が湧出し、その量が毎分３０ 以上
　　　　　　 確保できた場合を成功とし、その場合に限り報酬を支払う契約方式です）
　　　　　　　・報酬額は、掘削単価（円／ｍ）×掘削深度（ｍ）にて算出し、限度額は、７，１２８万円
　　　　　　　 とします。
　　　　　　　・成功の場合、揚湯に必要となる設備は、八幡浜市が設置します。
　　　　　　②温浴施設の整備・・・事業主体：民間事業者
　　　　　　　・受託者において、自己による資金調達のもと整備するものです。
　　　　　　　・市の支援措置の可能性があります。
　　　　　　③温浴施設の管理運営・・・事業主体：民間事業者
　　　　　　　・民間施設とし、受託者が自己の経費で管理、運営するものです。
　　　　 　・市の支援措置の可能性があります。
　　　　 　・整備予定地の利用権については、事業用定期借地権を設定します。
事 業 期 間　事業運営期間は、１５～２５年間程度とします。
応 募 資 格　次の資格要件に該当する法人とします。

なお、グループ（共同企業体等）を構成して応募することも可能です。
［資格要件］

　　　　　・平成 26 年 7月 1日（本募集要項公表日）現在、四国内に事務所または事業所を有する法人
　　　　　・本温泉掘削業務と同等以上の実績を有するもの（温浴施設経営の実績は問わない）
市の主な支援措置　市は、事業参入希望者から支援要望書の提出を受け、支援内容を決定します。
　　　　　　　　　支援内容（例）：温浴施設建設に係る経費への助成、土地賃借料（地代）、固定資産税、
　　　　　　　　　　　　　　　　 入湯税、温泉使用料等の減免　など
　　　　　　　　　※温浴施設運営にかかる経常的経費（人件費・燃料費等）については、支援はありません。

スケジュール　　　募集要項等の公表　　　　　　　　　　　平成２６年７月１日
　　　　　　　　　事業参入の申込締切　　　　　　　　　　平成２６年９月３０日
　　　　　　　　　採用者の決定　　　　　　　　　　　　　平成２６年１１月
　　　　　　　　　温泉井戸の掘削、施設建設　　　　　　　平成２６年１１月～平成２８年３月
　　　　　　　　　市民からの要望聴取　　　　　　　　　　平成２７年７月
　　　　　　　　　事業運営の開始日（施設オープン予定）　平成２８年４月

※募集要項等、詳細につきましては、７月１日（火）に市のホームページに掲載しますので、ご参照ください。

　○問い合わせ・資料請求　市役所生活環境課　温浴施設担当　２２－３１１１（内線２７１・２７４）

東日本大震災の被災地復興活動を支援します
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　平成 26 年７月から、第２・４週の金曜日に愛媛大学医学部高血圧・腎臓病内科の大蔵病院教授によ

る高血圧外来の新患診療を開始します。なお、紹介状は必要ありません。

○平成 26 年７月～　循環器科外来診療（午前の受付時間は午前８時 30 分～ 11 時）

市立八幡浜総合病院診療科の紹介　～泌尿器科～

市立八幡浜総合病院「循環器科」の診療体制の変更について

※ 1　月曜日の上村医師・金曜日の榎本医師の再診は、第１・３・５週のみです。
※ 2　水曜日の川上医師の専門は不整脈です。
※ 3　金曜日の大蔵医師（高血圧外来）の診療は、第２・４週のみです。

○問い合わせ 市立八幡浜総合病院　２２－３２１１

○問い合わせ 市立八幡浜総合病院 ２２－３２１１

泌尿器科の基本的運営方針は“患者さまの満足度を第一に、大学病院の医療を地元で”です。ほぼす

べての泌尿器科疾患の診断と手術・治療を地元で完結できるスタッフと設備を整えてきました。

特に、尿路結石症の治療には自信があります。体外衝撃波結石破砕装置および平成 22 年に導入した

レザー発生装置を使った内視鏡的結石砕石術の併用で、すべての部位の結石に対応可能です。

また、平成 22 年からは、愛媛県内ではまだどこも行っていない、レザー発生装置を使った前立腺肥

大症の内視鏡手術 (HoLEP) を始めました。この治療法は、大都市部を中心に広まってきており、従来

法に比べ有効性も安全性も高いとされています。南予のみならず東中予からも受診いただいて、平成

25 年３月末で 150 例を超えました。

同じく平成 22 年からは、新しい女性泌尿器科手術を開始しました。腹圧性尿失禁や膀胱脱、子宮脱

に対して、経膣的（おなかを切らず）にメッシュ素材を埋め込んで補強する治療法を導入し、“尿漏れが

止まった”と、ご好評をいただいています。

さらに当科では、腎臓癌・膀胱癌・前立腺癌等の根治手術など、難易度の高い、いわゆる“大きな手

術”も積極的に行っています。これらの泌尿器科手術については、日本泌尿器科学会が定める標準手術

件数を毎年上回っており、同学会から愛媛県内で 11 施設しかない基幹教育施設の指定をいただいてい

ます。平成 24 年４月からは、より高度な腹腔鏡手術も始めました。

愛媛大学・大分大学などからの指導も得て、このように、田舎にいても常に最新の医療をお届けで

きるような環境整備に日々努力しています。

また、当科では、透析部門も担当しており、平成 25 年には、延べ 75 名の患者さまに血液透析また

は腹膜透析を行いました。さらに適応のある透析患者さまには、積極的に腎臓移植手術をご紹介して

います。日本透析医学会の教育関連施設の認定もいただいています。

○泌尿器科外来診療（午前の受付時間は午前８時 30 分～ 11 時）

区 分 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午　前

新　患 高　橋 上　村 川 上 ※２ 榎　本 大　蔵 ※３

再　診 上 村 ※１ 高　橋 川 上 ※２
上　村
榎　本

榎　本 ※１

大　蔵 ※３

午　後 再　診 ー 高　橋 川 上 ※２
上　村
榎　本

榎　本 ※１

※ストーマ外来を行っています。（第１・３水曜日　予約制　午後２時～４時）

区 分 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午　前
（新患・再来）

武　田 宇　田 武　田
愛媛大学
柳　原

宇　田

午　後
（２時～３時）

検査・処置
休　診

（手　術）
休　診

（手　術）
休　診

（手　術）
検査・処置

氏　　　名 職 略　　　　　歴

武
たけ

田
だ

肇
はじめ 副　院　長

前愛媛大学医学部附属病院講師、医学博士、日本泌尿器科学会専門医・
指導医・評議員、日本透析医学会専門医・指導医

宇
う

田
だ

尚
たか

史
し

医　　　長 前愛媛大学医学部附属病院助教、日本泌尿器科学会専門医

柳
やなぎ

原
はら

豊
ゆたか

非常勤医師 愛媛大学医学部附属病院特任講師、医学博士、泌尿器科がん治療が専門

○泌尿器科医師の紹介
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定
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程
度

◆
受
験
資
格

　
次
の
①
～
⑦
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者

①
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

②
地
方
公
務
員
法
第
16
条
各
号
の
い
ず
れ
に

　
も
該
当
し
な
い
者

③
昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年
４
月

　
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、高
等
学
校

　
卒
業（
平
成
27
年
３
月
卒
業
見
込
み
の
者

　
を
含
む
）以
上
の
学
歴
を
有
す
る
者

④
視
力
（
矯
正
視
力
を
含
む
）
が
両
眼
で

　
０
・
７
以
上
、
か
つ
、
一
眼
で
そ
れ
ぞ
れ

　
０
・
３
以
上
で
あ
り
、色
覚
が
正
常
な
者

⑤
聴
力
が
左
右
正
常
で
あ
る
者

⑥
身
体
に
障
害
そ
の
他
の
異
常
が
な
く
健
康

　
で
あ
る
者

⑦
採
用
後
、
八
幡
浜
市
、
伊
方
町
お
よ
び
西

　
予
市
三
瓶
町
内
に
居
住
で
き
る
者

◆
受
付
期
間

　
７
月
１
日（
火
）～
８
月
１
日（
金
）

　（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
～

　
午
後
５
時
15
分
）

※
郵
送
の
場
合
は
、８
月
１
日（
金
）ま
で
の

　
消
印
有
効

◆
試
験
日
等

　
書
類
選
考

　
８
月
上
旬

　
一
次
試
験

①
日
時
／
９
月
21
日（
日
）午
前
８
時
50
分
～

　（
受
付
は
、午
前
８
時
20
分
～
８
時
40
分
）

②
場
所
／
八
幡
浜
地
区
施
設
事
務
組
合
消
防

　
本
部（
八
幡
浜
市
松
柏
丙
７
９
６
番
地
）

③
試
験
科
目
／
筆
記
試
験（
一
般
教
養
、
作

　
文
）、
体
力
試
験

④
合
格
発
表
／
10
月
上
旬

　
二
次
試
験（
一
次
試
験
合
格
者
の
み
）

①
日
時
／
10
月
中
旬

②
場
所
／
八
幡
浜
地
区
施
設
事
務
組
合
消
防

　
本
部（
八
幡
浜
市
松
柏
丙
７
９
６
番
地
）

③
試
験
科
目
／
面
接
試
験

④
合
格
発
表
／
10
月
下
旬

◆
応
募
方
法

　
必
要
書
類（
次
項
目
）を
〒
７
９
６
ー
０
０

　
１
０

八
幡
浜
市
松
柏
丙
７
９
６
番
地
　

　
八
幡
浜
地
区
施
設
事
務
組
合
消
防
本
部
総

　
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
の
場
合
は
、受
験
申
込
書
を
折
ら
な

　
い
よ
う
に
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
封
筒
に
入
れ
、

　
封
筒
の
表
に「
受
験
申
込
書
在
中
」と
朱
書

　
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
験
申
込
書
、身
体
検
査
証
お
よ
び
受
験

　
票
は
、八
幡
浜
地
区
施
設
事
務
組
合
消
防

　
本
部
総
務
課
に
あ
り
ま
す
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ご
利
用
の
場
合
は
、

　
八
幡
浜
地
区
施
設
事
務
組
合
消
防
本
部
の

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

　
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、１
２
０
円
切

　
手
を
貼
り
、宛
先
と
郵
便
番
号
を
明
記
し

　
た
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
し

　
て
く
だ
さ
い
。

◆
必
要
書
類

①
受
験
申
込
書

②
履
歴
書
／
市
販
の
も
の
で
可（
家
族
記
入

　
欄
の
あ
る
も
の
は
記
入
の
必
要
は
あ
り
ま

　
せ
ん
）写
真
を
貼
り
付
け
し
て
く
だ
さ
い
。

③
最
終
学
歴
の
卒
業（
見
込
）証
明
書
お
よ
び

　
成
績
証
明
書（
開
封
無
効
）

④
公
的
病
院
に
よ
る
身
体
検
査
証（
平
成
26

　
年
６
月
３
日
以
降
検
査
の
も
の
）

⑤
受
験
票（
履
歴
書
と
同
じ
写
真
を
貼
り
付

　
け
し
て
く
だ
さ
い
）

⑥
受
験
票
返
信
用
封
筒（
長
形
３
号
）（
82
円

　
切
手
を
貼
り
、宛
先
と
郵
便
番
号
を
明
記

　
し
た
も
の
）

◆
採
用
予
定
日

　
平
成
27
年
４
月
１
日
付
で
八
幡
浜
地
区
施

設
事
務
組
合
消
防
職
員
に
採
用
予
定
で
す
。

な
お
、採
用
さ
れ
る
と
愛
媛
県
消
防
学
校
に

約
６
カ
月
間
入
校
し
、消
防
職
員
と
し
て
必

要
な
教
育
・
訓
練
を
受
け
ま
す
。

◆
給
与

　
八
幡
浜
地
区
施
設
事
務
組
合
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
、原
則
と

し
て
次
の
と
お
り
支
給
し
ま
す
。職
歴
等
が

あ
る
場
合
は
、一
定
の
基
準
に
基
づ
き
調
整

し
ま
す
。

①
初
任
給（
現
行
）

　
大
卒
・
・
・
１
７
２
，
２
０
０
円

　
高
卒
・
・
・
１
４
０
，
１
０
０
円

②
諸
手
当

　
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤

勉
手
当
お
よ
び
住
居
手
当
等
を
該
当
者
に
支

給
し
ま
す
。
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消防士 募集！

～～～ 『『『 守守守 りりり 』』』 かかか ららら

『『『チチチャャャレレレンンンジジジ』』』へへへ～～～

平成 27年度に採用する八幡浜

地区施設事務組合消防職員の採

用試験を下記のとおり行います。

●問い合わせ
八幡浜地区施設事務組合消防本部

　総務課
２４－０１１９

（１）（２）

（３）



２０１４

７

・家屋の強度を確認し、必要な補強をしておきましょう！
　　※八幡浜市には、木造住宅の耐震診断や耐震補強工事の費用を助成する制度があります。詳しくは、

　　　市役所建設課都市デザイン室 ２２－３１１１（内線８２２１）にお問い合わせください。

・家具類の転倒、落下、移動防止対策をしておきましょう！

・非常持出品を備えておきましょう！

・家族で避難場所などを話し合っておきましょう！

・防災知識などを身につけておきましょう！

地 区 別 火 災 救 急

八幡浜地区 ３ ５１３

保 内 地 区 １ １６１

伊 方 地 区 ２ ７７

瀬 戸 地 区 １ ３９

三 崎 地 区 ０ ６０

三 瓶 地 区 １ １３２

そ の 他 ０ ０

合 計 ８ ９８２

平成26年１月１日～平成26年５月3１日

管内の火災・救急概況八幡浜地区消防署

本　署　２２ -０１１９　　第一分署　５３ - ０３１１

総務課　２４ -０１１９　　第二分署　３６ - ３１１９

予防課　２３ -０１１９　　第三分署　３３ - ３３４９

■ 救急病院情報・身近なＡＥＤ設置場所・住宅用火災警報器

その他の情報は八幡浜地区消防Webサイト

をご覧ください。

http://fd-yawatahama-ehime.jp/index.php

大手検索サイトから「八幡浜消防」で検索

モバイル版
Webサイト
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地
震
に
対
す

る
備
え
で
き
て

い
ま
す
か
？

消防署からのお知らせ



ＣＡＴＶ
図書館案内

７月

※放送時間 １８：３０ ・ ２１：３０（再）
※翌 日 １：００（再）・ ５：００（再）・ ７：００（再）

１２：３０（再）・１５：００（再）

八幡浜市立市民図書館　 22-0917
八幡浜市立保内図書館　 36-3050
― 開 館 時 間 ― 10:00 ～ 18:30
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図書館だより
新 刊 案 内

巡回日 場　　　所 時　　間

7月5日
（土）

勘定自治公民館前
市営緑ヶ丘団地前
津羽井自治公民館前
旧長谷小学校上の消防倉庫前
千丈地区公民館前

13：20～13：50
14：00～14：20
14：40～14：50
15：20～15：50
16：20～17：00

12 日
（土）

川之内消防倉庫前
新開町住宅
木多町住宅
舌間集会所前
川舞バス停前
釜倉集会所前
双岩地区公民館前
中津川自治公民館

10：00～10：20
10：30～11：00
11：10～11：40
13：30～13：50
14：10～14：40
15：00～15：20
15：30～16：10
16：30～17：00

19 日
（土）

磯津地区公民館
日土小学校
旧日土東小学校
川辻農協前
日土農協前
出奥多目的集会所前

10：30～11：00
13：20～13：50
14：10～14：40
15：00～15：30
15：50～16：20
16：30～17：00

26 日
（土）

布喜川集会所前
日の浦団地集会所前
穴井ちびっこ広場遊園地
小網代バス停横広場
ＪＡにしうわ真穴共選横
川名津消防倉庫前
舌田地区公民館前

10：10～10：40
10：50～11：20
13：50～14：20
14：30～15：00
15：10～15：40
15：50～16：20
16：30～17：00

8月2日
（土）

勘定自治公民館前
市営緑ヶ丘団地前
津羽井自治公民館前
旧長谷小学校上の消防倉庫前
千丈地区公民館前

13：20～13：50
14：00～14：20
14：40～14：50
15：20～15：50
16：20～17：00

書　　　名 著　者　名

市
　
民
　
図
　
書
　
館

一
　
般
　
書

青玉の笛
カンキツの病害中
四国の山歩き６１山
紅けむり
成年後見の法律相談
天地雷動
料理で家庭がまるくなる
曲がり角のその先に
鼻に挟み撃ち
大晩年

澤田　ふじ子
田代　暢哉
日本山岳会四国支部
山本　一力
赤沼　康弘
伊東　潤
浜内　千波
村岡　花子
いとう　せいこう
永　六輔

児
　
童
　
書

海を渡った少年ジョン万次郎
アナと雪の女王
コロボックル絵物語
かっぱとてんぐとかみなりどん
ことばのゆらい図鑑１・２・３
へんし～んねずみくん
世界に誇る日本の世界遺産１～７
和食のすべてがわかる本１～４
税ってなに？シリーズ１～４
クリオネのしっぽ

高村　忠範
斎藤　妙子
有川　浩
かこ　さとし
ヒサ　クニヒコ
上野　紀子
西村　幸夫
服部　幸應
三木　義一
長崎　夏海

※移動図書館は、常時約 2,000 冊
　の本を積載しています。新刊図
　書の一覧も確認でき、その場で
　予約することもできますので、
　ぜひご利用ください。

あいうえおはなし会
★日　時 毎週土曜日

11：00 ～（30 分程度）
★場　所 市民図書館 １階　幼児ルーム
★対象者 乳幼児親子
★内　容 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊び、

パネルシアター、ペープサートなど
★演じ者 あいうえおはなし会

ボランティアグループ
※事前の申し込みは必要ありません。
　お気軽にお越しください。

今月の開館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

　 １ 2 3 ４ ５

６ 7 ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

○‐市民図書館休館日
●‐保内図書館休館日

ゆめいろぽけっとおはなし会
★日　時 ７月 16日（水）

10：30 ～（30 分程度）
★場　所 保内図書館

おはなしコーナー
★対象者 未就園児親子
★内　容 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊

び、パネルシアター、ペープサー

トなど
※事前の申し込みは必要ありません。
　手作りのおみやげを用意してお待ちして
　います。

移動図書巡回予定

受付期間 ７月 18 日（金）～８月 31 日（日）
受 付 先 市民図書館１階・保内図書館カウンター
対 象 者 乳幼児親子、小学生、中学生
　 ※図書館の本を読んで、記録カードにひとこと感想を書きます。
　　 参加者全員に記念品があります。皆さんぜひ挑戦してみてください♪
問い合わせ　市民図書館　２２－０９１７

書　　　名 著　者　名

保
　
内
　
図
　
書
　
館

一
　
般
　
書

眠る魚
ミチルさん、今日も上機嫌
可愛いベイビー
憂いなき街
人間らくしヘンテコでいい
実家のたたみ方
手しごと、家しごと
体に効く！おいしい！おからレシピ
自給自足という生き方の極意
タカラジェンヌになろう！

坂東　眞砂子
原田　ひ香
五十嵐　貴久
佐々木　譲
鎌田　實
千葉　利宏
内田　彩仍
井原　裕子
小林　和明
山内　由紀美

児
　
童
　
書

わんぱくだんのひみつきち
トッキュウジャーかぞく
とまとさんがね…
かみなりなんてこわくない
追跡！なぞの深海生物
調べてみよう！！地面のボタンのなぞ
自転車まるごと大事典
ゆうとくんがいく
モンスター・ホテルでおひさしぶり
戦場のオレンジ

末崎　茂樹
のぶみ
とよた　かずひこ
デイヴィッド・ウォーカー
藤原　義弘
日本土地家屋調査士会連合会
「自転車まるごと大事典」編集室
長友　佑都
柏葉　幸子
エリザベス・レアード

上記以外の資料も、ホームページから検索できます。
（http://www.city.yawatahama.ehime.jp/2toshokan/）

　第 13 回夏休み読書マラソン
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ゆめみかん
八幡浜市文化会館

〒 796-0202 八幡浜市保内町宮内 1-118
 36-3040 FAX 36-3041

イベント案内

● ７月の
ロビー展 游の会油絵展は、少々の苦労と、楽しみを得ながら創作したささやかな作品展です。作品から

は一人一人の努力と想いが伝わってきます。皆さまどうぞご高覧ください。

宝くじ文化公演
アーツカンパニー
オペラ「椿姫」

総合芸術といわれるオペラ。ヴェルディの
最高傑作、最高峰のオペラが「ゆめみかん」で
上演されます。
この機会にぜひご鑑賞ください。

◆ 日　時　８月３日（日） 開演15：00

◆ 会　場　ゆめみかん
◆ 入場料 （全席自由）
　 一　　般 前売2,000円　当日2,500円
　 高校生以下 前売1,000円　当日1,500円
　 中学生以下 前売 500円　当日 700円
※ 母子室有り　
※ この公演の入場料は宝くじの助成により特

別料金になっています。
◆ チケット販売所　ゆめみかん、フジグラン
　 北浜、カジタ楽器店、市民図書館、明屋書
　 店八幡浜店、地区公民館　ほか

游の会油絵展 【７月１日（火）～７月１７日（木）】

高嶋ちさ子＆加羽沢美濃
カジュアルクラシックス

ヴァイオリニストの高嶋ちさ子とピアニストの加羽沢美濃

の息の合った演奏はもちろん、高嶋の絶妙なトークでクラシッ

ク音楽をお楽しみください。

また、今回はチェロの古川展生をゲストに迎えています。

◆ 日　時　 7 月 12 日（土）開場 14：00 　開演 14：30

◆ 場　所　ゆめみかん

◆ 入場料 （全席指定）　

　　　前売券　一般　 3,000 円　高校生以下　 1,500 円

　 ※ 当日券は各 500 円増

　 ※ 未就学児童の入場はご遠慮願います。

◆ チケット販売所

　 ゆめみかん、フジグラン北浜、カジタ楽器店、明屋書店

　 八幡浜店、ローソン

高嶋 ちさ子
（ヴァイオリン）

加羽沢 美濃
（ピアノ）

古川 展生
（チェロ）

公演迫る !
チケット
発売中 !

チケット
発売中 !

「八幡浜魚食文化継承事業」シーフードクッキング（特別編）

道後温泉ふなやの料理長が教えるおもてなし料理教室受講生募集！

今回は、夏の旬魚イサキを使ったおもてなし料理（３～５品）です。

◆日 時　　７月２４日（木）　午前１０時～午後１時ごろ　　

◆場 所　　水産物地方卸売市場　２階　魚料理体験室

◆対 象　　年齢、性別、腕前を問いません。

◆定 員　　２４人　※定員を超えた場合は、高校生までのお子さまを

　　　　　　　　　　　　　　養育されている方、受講回数の少ない方を優先
　　　　　　　　　　　　　　して抽選を行います。

◆受 講 料　　１，０００円

◆準 備 物　　エプロン、持ち帰り容器

◆講 師　　道後温泉「ふなや」　和食料理長　久保田 昌司 氏

　※シーフードクッキングのレシピ集を市のホームページ（暮らしの情報、水産漁港港湾）に掲載しています

　　ので、ぜひご利用ください♪

　◎申し込み・問い合わせ　市役所水産港湾課　水産係　２２ー３１１１（内線４０７）

応募期限

７月１６日（水）
まで
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■お誕生会に参加しませんか
　　日　時　７月 11 日（金）　 10:40 ～

　　場　所　若草エンゼル広場

■おはなし広場（ゆめいろぽけっと）
　　日　時　７月 16 日（水）　 11：30 ～

　　場　所　若草エンゼル広場

　○問い合わせ　若草エンゼル広場 ３７ー３７９９

■大好きな消防車や救急車を見学に行きませんか
　　日　　時　７月９日（水）　 10:30 ～ 11:30 　　場　所　八幡浜消防署（現地集合）
　　対　　象　くまコース親子　 20 組（弟さん、妹さんは、ご遠慮ください）
　　申し込み　７月１日（火）　 10:00 ～（定員になり次第締め切ります）

■ミュージック・ケア
　　日　　時　７月 16 日（水）　 10:30 ～ 11:30 　　場　所　児童センター
　　対　　象　うさぎコース親子　 20 組　　申し込み　７月 1日（火）　 10:00 ～

■児童センター　夕涼み会
　　日 　時　７月６日（日） 13:00 ～ 16:00
　　場 　所　児童センター
　　内 　容　おばけやしきなど楽しい催し物がいっぱ
　　　　　　　いあるよ。
　　対　　象　幼児、小中高校生、大人の方どなたでも
　　　　　　　ＯＫ

■デイ・キャンプに行こう！
　　日 時　８月３日（日） 8：30 ～ 17:00
　　場 所　室の鼻公園（伊方町）
　　対 象　小学生 40 名
　　持 ち 物　米 1合・水着・水筒・着替え・フェイスタオ
　　　　　　　ルほか
　　申し込み ７月１日（火）～７月 23 日（水）
　○問い合わせ　児童センター ２２ー５１７１

■アンコール子ども映画会
　　日　時　７月 26 日（土）　 10:00 ～
　　場　所　総合福祉文化センター　視聴覚室
　　対　象　小学生・幼児とその保護者

　○問い合わせ　視聴覚ライブラリー ２４ー１８２２

みなと交流館からイベントのお知らせ
■八幡浜湾おさんぽクルージング
佐島周辺、雨井沖、川之石湾、お魚牧場沖など約 40 分間の

クルージングを楽しみませんか。
日　　時　７月 19 日 (土 )～ 21 日 ( 月・祝 )

　　　　　　　①便 午前 10 時～ ②便 午後 2 時～
集合場所　大島定期航路乗船口
参 加 費　大人 (中学生以上 )1,000 円、

　　　　　　　小人 (3 歳～小学生 ) 600 円、２歳以下無料
　　※各便 20 名以下の場合は出航しません。

■音声訳　対面コーナー
　新聞、書籍等をお持ちいただくと「朗読ボランティアどんぐ
り」がお読みします。
　　日　時　毎週月曜日　 13：30 ～ 15：30
　　場　所　八幡浜みなっと みなと交流館

■中間支援講座
　八幡浜を元気にするアイデアを考えよう

日　時　７月 27 日（日） 10：00 ～ 12：00
場　所　八幡浜みなっと みなと交流館

■恋活 in みなっとの参加者（女性）募集
　独身男女各 20 人で行う恋活です。参加を希望され
る方（女性）は、みなと交流館までご連絡ください。

日 時　７月 13 日（日） 17：00 ～ 20：00
場 所　八幡浜みなっと
対 象　 20 ～ 40 代の独身女性（市内外問わず）
参加費　女性 2,500 円

○問い合わせ
　八幡浜みなっと みなと交流館　２１－３７１０

ＧＧＯＯ！！ＧＧＯＯ！！浜浜っっ子子

八幡浜市民スポーツセンター事務所 ２２ー３１１０　プール ２７ー０５７１

※
詳
し
く
は
若
草
エ
ン
ゼ

　
ル
広
場
と
保
内
図
書
館

　
に
置
い
て
あ
る
情
報
誌

　
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○問い合わせ

　子育て支援センター
　２２ー５７３０



課外授業「ごくごくり教室」開催のお知らせ

YOUNG EXPRESS
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蛇口をひねると水が出る…。
そんな当たり前にこだわった水道課職員による課外授業

ヤング
エクスプレス

○問い合わせ　市役所水道課　２２－３１１１（内線８２６５）

○問い合わせ 八幡浜市観光協会（市役所商工観光課内）２２－３１１１

今月の若者

萩森
はぎもり

菜月
なつき

さん

（24 歳 /日土町）

☆性格
　明るい
☆趣味
　釣り、料理、ドライブ
☆理想のタイプ
　一緒にいて楽しい人
☆今、夢中になっていること
　友達と出かけたり、旅行に行ったりすること

☆将来の夢
　人生、今が楽しければそれでいいかな
☆八幡浜の良い・好きなところ　
　自然豊かなところ
☆八幡浜の良くないところ
　遊び場がないところ
☆八幡浜をもっと良くするには？
　イベントや行事をもっと増やす

☆そのためにアナタができる（やってみたい）
ことは？

　できるだけイベントや行事には参加します
☆ちょっと一言　
　スポーツやＢＢＱなどができる場所を作って、
友達や家族とたくさんの思い出が作れて、楽し
く過ごせる町になってほしいです。

Vol 108 ＪＲ四国の観光列車「伊予灘ものがたり」が、

７月 26日（土）から毎週土・日、祝日に予讃線海

回り「愛ある伊予灘線」を走ります。列車を見か

けた方は、車窓からの景色の一コマとして、乗

客の皆さんにぜひ手を振ってくださいね！

■ 運行時間　

松山駅発 13:28 八幡浜駅着 15:50

八幡浜駅発 16:05 松山駅着 18:06

【
川
柳
】小
袖
川
柳
会
　
＝
題
・
貴
重
＝

◎
今
に
し
て

僅
か
な
年
金

貴
重
な
り
　
　
　

林

や
す
子

◎
ガ
ラ
ク
タ
も

人
に
よ
っ
て
は

貴
重
品
　
　

河
野

知
教

◎
カ
ー
ド
一
枚

金
庫
に
入
れ
る

旅
の
宿
　
　

岩
崎

恒
郎

【
俳
句
】保
内
俳
句
教
室

　
◎
廃
校
に

校
歌
の
碑
あ
り

夏
燕
　
　
　
　
　

浅
井
喜
代
子

　
◎
錆
び
て
な
ほ

南
部
風
鈴

音
澄
み
ぬ
　
　
　

井
上

哲
子

　
◎｢

は
い
お
し
ま
い｣

絵
本
閉
づ
れ
ば

夏
の
月

酒
井

智
子

　
◎
何
故
淋
し

平
家
の
里
の

夕
焼
は
　

　

二
宮

昇
治

　
◎
蚊
柱
や

小
さ
き
宇
宙
の

お
も
ち
ゃ
箱
　
　
　
松
本
ア
ケ
ミ

【
短
歌
】八
幡
浜
ア
ラ
ラ
ギ
会

　
◎
み
か
ん
の
花
が
咲
き
し
か
深
く
吸
ふ

　
　
け
さ
の
空
気
は
甘
き
香
の
せ
り
　

　
　
　

　
宮
田

規
子

　
◎
こ
で
ま
り
の
打
重
な
り
て
白
々
し

　
　
夕
暗
む
峡
に
暮
れ
残
り
た
り
　
　
　
　
　

　
菊
池
キ
ミ
ヨ

市　民　文　芸

観光列車「伊予灘ものがたり」に手を振ってね！

日　時　　８月２日（土）　１０：００～１５：００
場　所　　八幡浜みなっと　みなと交流館　多目的ホール
内　容　　①水の授業 ｢水道 PR ビデオの放映 ｣
　　　　　②体験実習 ｢漏水探知機を使ってみよう ｣、｢非常用給水袋を使ってみよう ｣
　　　　　③自由研究 ｢ペットボトルろ過装置を作ってみよう ｣、｢スライムを作ってみよう ｣
　　　　　④展示 ｢給水車 ｣、｢工具 ｣、｢水道管等 ｣、｢水道事業用物品 ｣、｢水に関する調べ ｣など
　　　　　⑤水道なんでも相談コーナー

水道課イメージキャラクター

びっくりちゃん。
Facebook ページ

「八幡浜市びっくり水
みず

課」

「びっくり水
みず

」ってな～に？
びっくり水とは、麺などをゆでるとき、沸騰した湯に水を

注ぎ足すこと、また、その水のことです。吹きこぼれるのを
防いだり、具材の芯まで火を通すために湯の温度を調節した
りする効果があります。「八幡浜市びっくり水

みず

課」は、吹きこ
ぼれるような漏水を食い止めつつ、市民への水道事業に対す
る理解を得るため、市民の心の芯まで火を通したいという思
いから命名したものです。

参加は無料でどなたでも
ご参加いただけます！

水道課はFacebook上で「八幡浜市びっくり水
みず

課」を開設しています。



催

し

　ゆ
め
み
か
ん
友
の
会

「
夕
涼
み
会
」

▽
日
時
／
７
月
26
日
（
土
）
午
後

　４
時
～

※
雨
天
時
は
翌
日
に
順
延

▽
場
所
／
ゆ
め
み
か
ん
前
広
場

▽
出
し
物
／
焼
き
そ
ば
、唐
揚
げ
、

　フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
、
か
き
氷
、

　ジ
ュ
ー
ス
、生
ビ
ー
ル
、フ
リ
ー

　マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど

▽
問
い
合
わ
せ
／
ゆ
め
み
か
ん

　
36-

３
０
４
０

　赤
十
字
巡
回
健
康
講
座

▽
日
時
／
７
月
14
日
（
月
）
午
後

　１
時
30
分
～
４
時

▽
場
所
／
ゆ
め
み
か
ん

　サ
ブ
ホ
ー

　ル
▽
内
容

①
講
演
「
歯
の
健
康
に
つ
い
て
」

　（
松
山
赤
十
字
病
院

医
師

　歯
科
口
腔
外
科
部
長

　寺
門
永
顕

　先
生
）

②
講
義「
口
腔
ケ
ア
の
ポ
イ
ン
ト
」

　（松
山
赤
十
字
病
院

大
本
睦
貴

　歯
科
衛
生
士
）

③
健
康
相
談
、
看
護
・
介
護
相
談

※
希
望
者
に
は
、
看
護
師
に
よ
る

　血
圧
・
体
脂
肪
測
定
、
検
尿
を

　実
施

▽
問
い
合
わ
せ

　

　市
役
所
社
会
福
祉
課

　
22
ー
３
１
１
１(

内
線
１
６
０)

お
知
ら
せ

　児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
特

別
障
害
者
手
当
の
お
知
ら
せ

児
童
扶
養
手
当

父
母
の
離
婚
な
ど
、
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い

子
ど
も
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
（
ひ

と
り
親
家
庭
）
の
生
活
の
安
定
と

自
立
を
促
し
、
子
ど
も
の
福
祉
の

増
進
の
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当

で
す
。

▽
手
当
額

①
児
童
が
一
人
の
場
合

（
全
額
支
給
）

　月
額
４
１
，
０
２
０
円

（
一
部
支
給
）

　月
額
４
１
，
０
１
０
円

～
９
，
６
８
０
円

②
児
童
が
二
人
の
場
合

　①
に
５
，
０
０
０
円
を
加
算

③
児
童
が
三
人
以
上
の
場
合

　児
童
が
一
人
増
す
ご
と
に
、

　３
，
０
０
０
円
を
加
算

※
一
部
支
給
の
月
額
は
前
年
の
所

　得
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

▽
所
得
制
限
／
手
当
を
請
求
す
る

　人
の
前
年(

１
月
～
６
月
ま
で

　に
請
求
す
る
人
に
つ
い
て
は
前
々

　年)

の
所
得
と
養
育
費
が
一
定

　以
上
あ
る
と
き
は
、
全
額
ま
た

　は
一
部
の
支
給
が
停
止
さ
れ
ま

　す
。
ま
た
、
同
居
の
扶
養
義
務

　者
（
父
・
母
な
ど
）
の
所
得
に

　も
一
定
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

▽
支
給
日
／
４
月
、
８
月
、
12
月

　の
11
日(

金
融
機
関
が
休
業
日

　の
場
合
は
そ
の
直
前
の
営
業
日
）

　に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
支

　給
さ
れ
ま
す
。

▽
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
方
へ

　婚
姻
ま
た
は
内
縁
関
係
が
生
じ

　た
場
合
や
遺
棄
な
ど
の
理
由
で

　家
庭
を
離
れ
て
い
た
子
ど
も
の

　父(

母)

か
ら
連
絡
が
あ
っ
た

　り
、
帰
宅
し
た
場
合
な
ど
は
手

　当
を
受
け
る
資
格
が
な
く
な
り

　ま
す
。
資
格
が
な
く
な
っ
て
か

　ら
も
手
当
を
受
け
て
い
る
と
、

　後
で
必
ず
返
し
て
い
た
だ
く
こ

　と
に
な
り
ま
す
の
で
、
す
ぐ
に

　窓
口
ま
で
お
届
け
く
だ
さ
い
。

▽
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
児
童

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

※
た
だ
し
、
遺
族
年
金
を
受
け
て

　い
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
の

　状
態
に
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
あ
き
ら

　か
で
な
い
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
１
年

　以
上
遺
棄
し
て
い
る
児
童

⑥
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

　Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

⑦
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

　き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

　い
る
児
童

⑧
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

　し
た
児
童

特
別
児
童
扶
養
手
当

▽
対
象
／
身
体
ま
た
は
精
神
に
一

　定
以
上
の
障
害
を
有
す
る
20
歳

　未
満
の
児
童
を
監
護
し
て
い
る

　父
母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ

　て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

▽
条
件
／
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所

　し
て
い
な
い
こ
と

▽
手
当
額

　（
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
）

・
１
級

　月
額
４
９
，
９
０
０
円

・
２
級

　月
額
３
３
，
２
３
０
円

▽
支
給
日
／
４
月
、
８
月
、
11
月

　の
11
日
（
金
融
機
関
が
休
業
日

　の
場
合
は
そ
の
直
前
の
営
業
日
）

　に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
支

　給
さ
れ
ま
す
。

障
害
児
福
祉
手
当

▽
対
象
／
20
歳
未
満
で
重
度
の
障

　害
が
あ
る
た
め
、
常
時
介
護
を

　必
要
と
す
る
方

▽
条
件
／
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所

　し
て
い
な
い
こ
と

▽
手
当
額
／
月
額
１
４
，１
４
０
円

▽
支
給
日
／
５
月
、
８
月
、
11
月
、

　２
月
の
10
日
（
金
融
機
関
が
休

　業
日
の
場
合
は
そ
の
直
前
の
営

　業
日
）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分

　ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

特
別
障
害
者
手
当

▽
対
象
／
20
歳
以
上
で
重
度
の
障

　害
が
二
つ
以
上
重
複
す
る
な
ど
、

　日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別

　な
介
護
を
必
要
と
す
る
方

▽
条
件
／
福
祉
施
設
や
病
院
な
ど
に

　入
所
・
入
院
し
て
い
な
い
こ
と

▽
手
当
額
／
月
額
２
６
，０
０
０
円

▽
支
給
日
／
５
月
・
８
月
・
11
月
・

　２
月
の
10
日
（
金
融
機
関
が
休

　業
日
の
場
合
は
そ
の
直
前
の
営

　業
日
）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分

　ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
い
ず
れ
の
手
当
に
つ
い
て
も
所

　得
の
制
限
が
あ
り
、
年
に
一
度

　所
得
状
況
等
の
審
査
が
義
務
付

　け
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
手
当
額
は
平
成
26
年
度
分
と
な
っ

　て
い
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ
／
市
役
所
市
民
課

　
22
ー
３
１
１
１(

内
線
１
１
４)

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
試
験
に
つ
い
て

▽
日
時
／
11
月
１
日
（
土
）
午
後

　１
時
30
分
～
３
時
30
分

▽
場
所
／
松
山
大
学

２
号
館（
松

　山
市
文
京
町
）

▽
受
付
期
間
／
８
月
11
日（
月
）～

　９
月
12
日
（
金
）

※
申
し
込
み
は
郵
送
の
み
（
９
月

　12
日
（
金
）
の
消
印
有
効
）

※
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類
は
、

　７
月
下
旬
よ
り
下
水
道
課
で
配
布

▽
問
い
合
わ
せ
／
市
役
所
下
水
道
課

　
22
ー
３
１
１
１

　
　(

内
線
８
２
４
９)

狩
猟
免
許
試
験(

初
心
者
）
予
備

講
習
会
の
開
催
お
よ
び
受
講
料
の

助
成
に
つ
い
て

　狩
猟
免
許
試
験(

初
心
者)

予

備
講
習
会
が
次
の
と
お
り
開
催
さ

れ
ま
す
。

　八
幡
浜
市
鳥
獣
被
害
防
止
対
策

協
議
会
で
は
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
有

害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被
害

を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
同
講
習
会

受
講
料
を
助
成
し
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
日
時
／
７
月
13
日
（
日
）
午
前

　９
時
30
分
～


▽
場
所
／
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物

　館
（
西
予
市
宇
和
町
）

▽
助
成
額
／
７
，
５
０
０
円


※
事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す

　の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ
／
市
役
所
農
林
課

　
22
ー
３
１
１
１(

内
線
４
５
３)
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夏
季
の
節
電
・
省
エ
ネ
対
策
を
！

　
今
夏
の
電
力
需
給
は
、
中
部
お

よ
び
西
日
本
全
体
の
予
備
率
が
電

力
の
安
定
供
給
に
最
低
限
必
要
と

さ
れ
る
予
備
率
３
％
を
下
回
る
見

込
み
で
あ
り
、
電
力
需
給
は
非
常

に
厳
し
い
見
通
し
で
す
。

　
東
日
本
か
ら
電
力
融
通
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
中
部
お
よ
び
西
日

本
に
お
い
て
も
予
備
率
３
％
以
上

を
確
保
で
き
る
見
込
み
と
な
り
ま

す
が
、
昨
夏
よ
り
も
非
常
に
厳
し

い
需
給
状
況
で
あ
る
た
め
、
７
月

１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
平
日

（
９
時
～
20
時
）
の
間
、
で
き
る

限
り
節
電
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ

　
市
役
所
生
活
環
境
課

　

22
ー
３
１
１
１

お
子
さ
ん
の
歯
の
治
療
は
夏
休
み

中
に
！

　
楽
し
く
食
事
す
る
た
め
に
、
歯

は
と
て
も
大
切
で
す
。ま
た
歯
は
、

身
体
全
体
の
健
康
に
深
く
関
わ
っ

て
い
ま
す
。
夏
休
み
は
子
ど
も
に

と
っ
て
歯
の
治
療
を
す
る
絶
好
の

機
会
で
す
。
お
子
さ
ん
の
歯
の
治

療
は
夏
休
み
中
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

▽
問
い
合
わ
せ

　
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　

22
ー
３
１
１
１

　
（
内
線
８
３
５
３
）

募

集

八
幡
浜
市
統
計
調
査
員
募
集

　
八
幡
浜
市
で
は
、
各
種
統
計
調

査
に
従
事
し
て
い
た
だ
く
統
計
調

査
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
応
募

さ
れ
た
方
は
面
接
の
上
、
統
計
調

査
員
と
し
て
市
に
登
録
さ
れ
、
各

種
統
計
調
査
に
従
事
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
調
査
実
施
の
際
に
は
、

直
接
ご
依
頼
し
ま
す
が
、
実
施
時

期
や
調
査
規
模
の
関
係
で
、
従
事

依
頼
を
し
な
い
年
も
あ
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▽
統
計
調
査
員
の
仕
事

・
調
査
員
事
務
説
明
会
へ
の
出
席

・
担
当
す
る
調
査
地
域
の
範
囲
と

　
調
査
対
象
の
確
認

・
調
査
票
の
配
布
（
記
入
依
頼
）

　
と
回
収

・
調
査
票
等
関
係
書
類
の
点
検
、

　
整
理

▽
登
録
の
要
件

・
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
70
歳
未

　
満
の
方

・
税
務
、
警
察
、
選
挙
事
務
等
に

　
直
接
関
係
の
な
い
方

・
調
査
関
係
情
報
の
秘
密
保
持
が

　
で
き
る
方

・
禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

　
こ
と
の
な
い
方

▽
統
計
調
査
員
の
身
分

　
統
計
調
査
員
と
し
て
任
命
さ
れ
て

　
い
る
期
間
は
、非
常
勤
の
公
務
員

　
で
す
。

▽
統
計
調
査
員
の
報
酬

　
統
計
調
査
員
に
は
調
査
活
動
に

　
従
事
し
た
対
価
と
し
て
、
報
酬

　
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
報
酬
（
調

　
査
員
手
当
）
の
額
は
、
調
査
ご
と

　
に
、調
査
活
動
に
か
か
る
日
数
な

　
ど
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま

　
す
。

▽
応
募
方
法

　
次
の
も
の
を
持
参
し
て
、
市
役

　
所
総
務
課
統
計
係
（
八
幡
浜
庁

　
舎
３
階
）
ま
で
、
お
越
し
く
だ

　
さ
い
。
そ
の
と
き
に
、
調
査
に

　
従
事
す
る
際
に
携
行
す
る
調
査

　
員
証
用
の
写
真
撮
影
し
ま
す
。

・
統
計
調
査
員
希
望
者
登
録
カ
ー

　
ド（
総
務
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(

統
計
情
報)

　
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

・
認
印

▽
問
い
合
わ
せ

　
市
役
所
総
務
課

統
計
係

　

22
ー
３
１
１
１

　
（
内
線
３
４
６
・
３
４
７
）

　
パ
ソ
コ
ン
講
習
受
講
生
募
集

　
母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
、
寡
婦

の
皆
さ
ん
、
父
子
家
庭
の
お
父
さ

ん
を
対
象
に
し
た
パ
ソ
コ
ン（
ワ
ー

ド
・
エ
ク
セ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
・
会
計
ソ
フ
ト
等
）
講
習
会
で

す
。
　

▽
講
習
期
間
／
９
月
９
日(

火)

～

　
12
月
11
日(

木)

ま
で
の
26
回

　
毎
週
火
曜
日
と
木
曜
日
の
10
時
～

　
16
時

▽
講
習
会
場
／
愛
媛
県
南
予
地
方

　
局

別
館
（
宇
和
島
市
）

▽
募
集
人
数
／
20
名
（
応
募
多
数

　
の
場
合
は
、
書
類
選
考
）

▽
受
講
料
／
無
料
（
教
材
費
と
検

　
定
料
等
は
自
己
負
担
）

▽
主
催
／
愛
媛
県
母
子
寡
婦
福
祉

　
連
合
会

▽
応
募
期
間
／
８
月
１
日（
金
）～

　
８
月
22
日(

金)

▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
市
役
所
社
会
福
祉
課

　

22
ー
３
１
１
１

　
（
内
線
１
５
６
）

各 種 無 料 相 談
日　　　程　　　表

相談内容や申し込み方法など、詳しくは
各相談所へお問い合わせください。 　

市 役 所　２２－３１１１

■行政相談

① 7月 10日（木）午後１時 30分～ 3時 30分
　場　所　八幡浜庁舎2階生活相談コーナー
② 7月 18 日（金）午後１時 30 分～ 4 時
　場　所　保内庁舎１階住民相談室
■人権相談
　 7月 17 日（木）午後１時 30 分～ 4 時
　場　所　八幡浜庁舎 4階 401 会議室
■不動産無料相談
　 7月 16 日（水）午前 10 時～午後 4 時
　 （正午から午後１時までを除く）
　場　所　八幡浜庁舎 4階 401 会議室
■婦人相談・母子相談・家庭児童相談
　土・日・祝日を除く毎日

午前 8時 30 分～午後 5時
　場　所　社会福祉課（八幡浜庁舎１階）
■消費生活相談（直通電話２２－５９７１）
　土・日・祝日を除く毎日

午前 8時 30 分～午後 5時
　場　所　商工観光課（八幡浜庁舎 4階）

商工会議所　２２－３４１１

■社会保険（年金）相談
　 7月 8日（火）・29 日（火）
　午前 10 時～午後 3時 30 分
※相談を希望される方は、事前に宇和島年金
　事務所（ 0895-22-5569）にご予約くだ
　さい。
※正午から午後 1時までは昼休み
※相談内容は、年金に関することに限らせて
　いただきます。
■法律相談
　 7月 11 日（金）午後 1時 30 分～ 4 時
■特許相談
　 7月 17 日（木）午後 1時～ 4時

社会福祉協議会　２３－２９４０

■心配ごと相談
　（八幡浜）
　 7月 3日（木）・17 日（木）
　 午後１時 30 分～ 4時　　
　（保　内）
　 7月 10 日（木）午後１時 30 分～ 4 時
■法律相談　※要予約
　（八幡浜）
　 7月 10 日（木）午後 1時 30 分～ 4 時
　（保　内）
　 7月 17 日（木）午後 1時 30 分～ 4 時
■相続相談
　（八幡浜）7月 7日（月）午後１時 30 分～ 4 時
■福祉サービス利用援助相談（八幡浜）
　月曜日～金曜日　午前 9時～午後 4時



　

家族介護教室のご案内　

この会は、認知症の方を介護する方々が…
　・本音で話せ、分かり合える
　・ほかの家族のお話を聞くことで自分がしている認知症介護を
　 見直す
　・リフレッシュできる 場になっています。
　初めての場所には、行きにくいんよなぁ…と思われるかもしれま
せんが、まずは一度、教室をのぞきに来てみませんか？お待ちして
います。
※初めて参加される方は事前にお申し込みください。

【日　時】 ７月 15日（火）13:30～ 15:30（毎月１回開催されます）

【場　所】 八幡浜市保健福祉総合センター

【対象者】 認知症の方を介護されている家族および経験者、介護関係者

【内　容】 座談会、学習会、情報交換、介護者のリフレッシュなど

お酒の問題に悩んでいる方、ご家族の皆さま、

一人で悩まず同じ悩みを持つ仲間と支え合い、

お酒との付き合い方を考えてみませんか？参加

を希望される方は、事前にお申し込みください。
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■ 日　時　７月 31 日（木）13:30 ～ 15:30
■ 場　所　八幡浜市保健福祉総合センター４階 介護教室
■ 対　象　八幡浜市在住でお酒の問題に悩んでいる方やそのご

家族
■ 内　容　体験発表、情報交換
■ 参加料　無料
● 申し込み・問い合わせ

八幡浜市保健センター 成人保健係
２４－６６２６

認知症になっても安心して暮らせる八幡浜を目指しましょう！

● 申し込み・問い合わせ　八幡浜市地域包括支援センター（八幡浜市保健センター内） ２４－３９１８

※１ 子宮頸がん・乳がん検診は、２年に

１回です。

※２ 各種がん検診は、７０歳以上の方、

生活保護世帯の方および障害のある

方は無料です。（障害のある方で無料

の対象になるのは、身体障害者手帳

１～４級、療育手帳 A・B、精神障害

者保健福祉手帳１～３級のいずれか

の手帳を所持し、かつ、本人とその

配偶者が市民税非課税の方です。当

日は障害者手帳をご提示ください。

ご提示されない場合は、免除の対象

外となります）

※３ 骨粗しょう症検診の節目年齢の女性

とは、平成 26 年４月１日～平成 27

年３月 31日の間に迎える誕生日で、

40・45・50・55・60・65・70歳に達

する方です。

事前申込制 が ん 検 診 の ご 案 内

検診名（※１） 受付時間 対象者 料金（※２）

子宮頸がん検診 13:00～14:00 20歳以上の女性 　 ５００円
乳がん検診

（マンモグラフィー）

① 9 :30～11:30
②13:00～14:00

40歳以上の女性 　 ５００円

骨粗しょう症検診
① 9 :30～11:30
②13:00～14:00

40歳以上 １,８５０円

節目年齢の女性（※３）は６００円（節目
年齢の女性で生活保護世帯の方は無料）

● 申し込み・問い合わせ
　八幡浜市保健センター
　成人保健係　２４－６６２６

認知症何でも相談室　※相談無料・要予約

認知症サポート医等が、認知症の悩みを一
緒に考えます。
幻覚・妄想・徘徊・介護への強い抵抗などでお

困りはありませんか？ひとりだけ、家族だけ
で悩まず、何でもご相談ください。

【日　時】 ７月 22日（火）14：00 ～ 16：00

【場　所】 八幡浜市保健福祉総合センター

※相談の方法は、基本的に面談ですが、面談
　することが難しい方は、電話にてその旨を
　申し出ください。

けんこう らいふ

お酒の問題に悩む方々の
つどい

●婦人がん検診・骨粗しょう症検診
　検診日・場所　７月 14日（月）中央公民館保内別館 ／ ９月２日（火）八幡浜市保健福祉総合センター

検診名（※１） 受付時間 対象者 料金（※２）

胃がん検診（バリウム） 8 :30～10:00 40歳以上 ５００円
結核・肺がん検診（CR） 8 :30～10:00 40歳以上 ５００円

大腸がん検診（検便）
① 8 :30～10:00　
②13:00～14:00　

40歳以上 ５００円

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査
（血液検査）

8 :30～10:00
40歳以上
の未受診者

無　料

子宮頸がん検診 8 :30～10:00 20歳以上の女性 ５００円

乳がん検診
（マンモグラフィー）

① 8 :30～10:00　
②13:00～14:00　

40歳以上の女性 ５００円

前立腺がん（血液検査） 8 :30～10:00 50歳以上の男性 ５００円

骨粗しょう症検診
① 8 :30～10:00　
②13:00～14:00　

40歳以上 １，８５０円

節目年齢の女性（※３）は６００円（節目
年齢の女性で生活保護世帯の方は無料）

●日曜がん検診
　検診日・場所　８月３日（日）　八幡浜市保健福祉総合センター



受診を希望される方は、電話で下記まで
お申し込みください。託児が必要な場合は、
申込時にお申し出ください。
　日　時　７月 25 日（金）　受付 8：30 ～ 10：00
　場　所　八幡浜市保健福祉総合センター
　対　象　 20 ～ 39 歳（S50.4.1 ～ H7.3.31 生まれ）
　内　容　①基本健康診断 800 円（問診、身体計測、血圧
　　　　　　測定、尿検査、眼底検査、血液検査、医師
　　　　　　の診察）
　　　　　②子宮頸がん検診 500 円
※生活保護世帯の方は①②とも無料です。
※障害のある方は②のみ無料です。（障害のある方で無料
　の対象になるのは、身体障害者手帳１～４級、療育手
　帳A・B、精神障害者保健福祉手帳１～３級のいずれかの
　手帳を所持し、かつ、本人とその配偶者が市民税非課
　税の方です）
　申込期限　７月 11 日（金）まで
○問い合わせ　八幡浜市保健センター　２４－６６２６

風しん抗体検査事業（全額公費助成）を
実施します
愛媛県は、先天性風しん症候群の発生予防と風しん

の感染予防のため、妊娠を希望する女性やその配偶者
などに対して、予防接種が必要である者を抽出する抗
体検査と抗体価が低い者への予防接種の勧奨を行いま
す。
【内　容】

・風しん抗体検査　
原則 HI 法（ただし、EIA 法で行うことも可）

・検査の結果、抗体価が低い方への風しん予防接種
の勧奨

【対象者】
県内（松山市を除く）に在住する方で、妊娠を希望す

る女性または風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者など
の同居者
※ただし、風しん抗体検査または風しん予防接種を受
　けたことのある方、風しんにかかったことのある方
　を除きます。
【費　用】

全額公費負担（自己負担なし）
※ただし、検査の結果、抗体価が低いため予防接種を
　受ける場合、予防接種の費用は自己負担となります。
【実施期間】

平成 27 年３月 31 日まで
※申込方法や検査実施医療機関等の詳細は、愛媛県の
　ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合
　わせください。

○問い合わせ　八幡浜保健所　２２－４１１１

　７月１日から８月31日まで「愛の献血助け合い運動」実
施期間です。みなさんの善意による献血が尊い命を救い
ます。ご協力よろしくお願いします。
< 献血バス巡回日＞
日　時　 7月 23日（水）10：00 ～ 16：00
　　　　（12：00 ～ 13：00 は昼休み）
場　所　市役所　八幡浜庁舎（受付は、１階ロビー）
○問い合わせ
　八幡浜市保健センター 成人保健係 ２４－６６２６

託児

あり

21 広報 やわたはま Vol.112

■ 日曜祝日当番医
当 番 医

７月
６日

大洲ななほし
クリニック （大洲）※

０８９３－２５－７７１０

７月
13日

山下小児科 （西予）※

０８９４－６２－６８０１

７月
20日

ごとう小児科 （大洲）※

０８９３－２３－０５１０

７月
21日

急患センター

２４－１１９９

７月
27日

さわい小児科医院 （大洲）※

０８９３－２４－７５３０

下記以外の平日については、

急患センター
２４－１１９９（内科系）
が当番にあたります。

当 番 医

７月
10日

宇都宮病院
（白浜通）

２２－０１６３

＜受診上のお願い＞
①急患センターは、応急的な処
置を中心とした一次救急診療
所です。

②急患センターおよび当番医の
診療時間終了後は、「かかりつ
け医」に相談してください。

③受診の際は、健康保険証をお
持ちください。

小児科日曜・祝日当番医予定表
（診療時間：午前９時～午後６時）

※は午後５時まで

休日・夜間急患センター当番医日程表
（平日の診療時間 ：午後８時～午後11時）
（日曜・祝日の診療時間：午前９時～午後６時）

当番医は変更になる場合があります。

なお、まちがい電話は相手の方
に大変迷惑をかけます。
番号はまちがえのないように !!

当番医は、携帯電話（八幡浜市携帯用ホームページ）からもご覧に
なれます。使用には携帯通信料が別途必要になります。
【アドレス】http://www.city.yawatahama.ehime.jp/i/index.html

※バーコードリーダーが搭載されている携帯電話をお持ちの方は、
右のＱＲコードを読み取ってアクセスできます。

Healthy Life

■ 日曜祝日当番医

内 科 系 外 科 系

７月
６日

急患センター 急患センター

２４－１１９９ ２４－１１９９

７月
13日

急患センター 急患センター

２４－１１９９ ２４－１１９９

７月
20日

急患センター 急患センター

２４－１１９９ ２４－１１９９

７月
21日

急患センター なかの泌尿器科

２４－１１９９ ３６－１７１７

７月
27日

急患センター 急患センター

２４－１１９９ ２４－１１９９

■ 平日夜間当番医

献血のおねがい

２０代３０代健診



知っててよかった！
税ミナール

年
金

ミ
ニ
だ
よ
り

サマージャンボ宝くじが７月４日（金）か
ら７月 25 日（金）までの期間で発売されま
す。今年のサマージャンボ宝くじは、１等が
昨年の３億円から４億円に引き上げられ、１
等と前後賞（各１億円）を合わせると６億円
になり、サマージャンボ宝くじ史上最高額と
なっています。

今年のサマーは６億円！でっかい夏をまるかじり！

問い合わせ：宇和島年金事務所 ０８９５ー２２ー５４４０または市役所市民課年金係 ２２ー３１１１（内線１１４～１１６）
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善
　
意
　

ご
厚
志
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

【
ま
ご
こ
ろ
銀
行
預
託
者
】（
敬
称
略
）

▽
南
予
歌
謡
同
好
会
　

会
長
　
田
中
清
生

▽
く
じ
ら
グ
ル
ー
プ

▽
今
川
佐
代
子（
五
反
田
）

▽
匿
名
　
１
名

受
付
窓
口
／
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　（

23
ー
２
９
４
０
）

商工会議所ＰＯＩＮＴ　ＮＥＷＳ

固定資産税２期、
国民健康保険税１期、
後期高齢者医療保険料１期、
介護保険料１期の納期限は、
７月 31 日（木）です。

Ｑ ６月に社会保険に加入し、国民健康
　保険証を返す手続きをしたのですが、
　７月に国民健康保険税の通知書が届き
　ました。間違いではないですか？
Ａ 間違いではありません。
　国民健康保険税は、４月から翌３月ま
　での分を、通常年８回に分けてお支払
　いいただきます。（年度当初の納税通
　知書は、毎年７月上旬に発送されます）
　６月中に社会保険に加入された場合、
　４、５月の２カ月分の国民健康保険税
　がかかるため、その分を計算し、通知
　書をお送りすることになります。　

詳しいことは商工会議所・経営指導員までお気軽にご相談ください。

問い合わせ：八幡浜商工会議所「中小企業相談所」２２ー３４１１

国民年金保険料の免除制度について
　経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請によって保険料の納付が免除ま

たは猶予される制度があります。保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというと

きの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、納めることが困難な場

合には必ず次の①～③の申請をしましょう。

①免除（全額免除・一部納付）申請：本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続

　きをすることにより、所得に応じて保険料の納付が全額免除または半額納付などの一部納付となります。

②若年者納付猶予申請：30 歳未満の方で、本人 ･配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをす

　ることにより保険料の納付が猶予されます。

③学生納付特例申請：学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより保

　険料の納付が猶予されます。

※申請に必要なもの　年金手帳、印鑑（本人自署の場合不要）、学生証または在学証明書（学生の場合）、
　　　　　　　　　　離職票または雇用保険受給資格者証（失業中の場合）
※平成 26 年４月より、申請時点から２年 1カ月前の月分までさかのぼって免除等を申請できるようになりました。

◎問い合わせ
　市役所税務課 市民税係
　２２-３１１１（内線２１３・２１４）

このほか、商工会議所の推薦があれば保証人と担保が不要で低
利な㈱日本政策金融公庫から貸し出される通称「マルケイ資金融
資制度」（一定の条件あり）もあります。

　夏のボーナス資金や諸経費の支払い・手形決済あるいは夏から秋にか
けての商品等の仕入資金の確保は、中小企業者の方々にとって経営上
最も重要な課題といえるでしょう。こうした資金が必要となった時は、
商工会議所があっせんをしている国や県の各種融資制度がありますの
で、ぜひご相談ください。

　対象者

　次のいずれかに該当する個人または法人

　　○資本金…５，０００万円以下

　　　　　　　（卸売１億円以下、製造その他３億円以下）

　　○従業員…５０人以下

　　　　　　　（卸売１００人以下、製造その他３００人以下）

　利　率

　基準利率…１．４０～２．９０％（６月１１日現在）

　※固定金利ですので、ご返済中に金利が変動することはありません。

夏季資金は有利な制度資金を！

※この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
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1 火 八幡浜地区施設事務組合職員募集申込受付（～8/1） 17 木
よちよち教室（保内）

人権相談（八幡浜）、特許相談（商工会）
心配ごと相談（社協）、法律相談（社協保内）

2 水 子育て講座 18 金 窓口業務延長（～ 18:30）［八幡浜庁舎］
行政相談（保内）

3 木 心配ごと相談（社協） 19 土 八幡浜湾おさんぽクルージング（～ 21 日）

4 金 窓口業務延長（～ 18:30）［八幡浜庁舎］ 20 日

5 土 21 月
海の日
諏訪崎ビーチクリーン作戦
　

6 日
保内ふれあい市
児童センター夕涼み会 22 火 認知症何でも相談室

7 月
70 歳ミニ健診
窓口業務延長（～ 18:30）［保内庁舎］

相続相談（社協）
23 水

糖尿病教室
献血バス巡回日
のびのび教室（八幡浜）

8 火 やわたはま八日市
社保年金相談（商工会）

24 木 シーフードクッキング
３歳児健診（保内）

9 水 すくすく教室（八幡浜） 25 金 20 代 30 代健診
窓口業務延長（～ 18:30）［八幡浜庁舎］

10 木 ぴょんぴょん教室（保内）
行政相談（八幡浜）、法律相談（社協）、心配ごと相談（社協保内）

26 土
ゆめみかん友の会「夕涼み会」
アンコール子ども映画会
愛媛ＦＣマッチシティ

11 金 窓口業務延長（～ 18:30）［八幡浜庁舎］
法律相談（商工会）

27 日
中間支援講座　旧白石和太郎洋館一般公開
諏訪崎自然観察会（ 24-4961）

社保年金相談（商工会）

12 土 高嶋ちさ子＆加羽沢美濃カジュアルクラッシクス 28 月 窓口業務延長（～ 18:30）［保内庁舎］

13 日
恋活 in みなっと
梅之堂三尊仏・旧白石和太郎洋館一般公開
　

29 火 社保年金相談（商工会）

14 月
婦人がん検診・骨粗しょう症検診
赤十字巡回健康講座
窓口業務延長（～ 18:30）［保内庁舎］

30 水

15 火 家族介護教室 31 木
お酒の問題に悩む方々のつどい
固定資産税２期・国民健康保険税１期・後期高齢者
医療保険料１期・介護保険料１期の納期限

16 水
ゆめいろぽけっとおはなし会
１歳６カ月児健診（八幡浜）

不動産相談（八幡浜）
1 金 窓口業務延長（～ 18:30）［八幡浜庁舎］

7 1 ～ 8 1

市民の動き
５月末現在

人口・37,029 人（- 48）
　男・17,279 人（- 27）
　女・19,750 人（- 21）

世帯・16,879 世帯（- 1） 出生・ 18人（+ 6）
男 ･ 11 人（+ 5）
女 ･ 7 人（+ 1）

死亡・37人（- 6）
男 ･ 19 人（+ 5）
女 ･ 18 人（- 11）

（
前
月
比
）

当番医：急患（内科・外科）、ななほし（小児科）

当番医：急患（内科・外科）、山下（小児科）

当番医：急患（内科・外科）、ごとう（小児科）

当番医：急患（内科・外科）、さわい（小児科）

当番医：急患（内科・小児科）、なかの（外科）
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昨
年
八
月
二
日
、
元
気
な
産
声

を
上
げ
て
娘
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
初
め
て
顔
を
見
て
、
た
だ
た
だ

感
動
し
、
安
心
し
ま
し
た
。
病
棟
に

上
が
っ
た
と
き
娘
が
笑
っ
た
ら
し
く
、

先
生
が
え
く
ぼ
を
見
つ
け
ま
し
た
。

え
く
ぼ
は
天
使
の
贈
り
物
だ
そ
う
で
、

笑
う
と
両
方
の
ほ
っ
ぺ
に
え
く
ぼ
が

出
て
か
わ
い
い
で
す
。

　
出
産
後
は
睡
眠
不
足
の
日
々
で
し

た
。三
カ
月
ま
で
は
夜
一
時
間
ご
と

に
泣
き
、昼
も
抱
っ
こ
を
し
て
い
な

い
と
寝
ず
、
寝
て
も
三
十
分
。
育
児

は
本
当
に
大
変
だ
な
と
痛
感
し
ま
し

た
。

　
九
カ
月
に
な
る
と
寝
て
く
れ
る
よ

う
に
な
り
随
分
楽
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
ハ
イ
ハ
イ
を
し
始
め
、
目

が
離
せ
な
く
な
り
ま
し
た
。動
け
る

よ
う
に
な
る
と
い
ろ
い
ろ
な
イ
タ
ズ

ラ
を
す
る
よ
う
に
な
り
、私
た
ち
が

コ
ラ
ッ
と
言
う
と
ニ
ッ
と
笑
っ
て
い

ま
す
。中
で
も
多
大
な
被
害
を
受
け

て
い
る
の
が
サ
ク
ラ（
マ
ル
チ
ー
ズ
）

で
す
。サ
ク
ラ
が
エ
サ
を
食
べ
て
い

る
と
柚
希
が
来
て
、毛
を
引
っ
張
っ

た
り
、エ
サ
入
れ
を
ひ
っ
く
り
返
そ

う
と
し
ま
す
。散
々
な
目
に
遭
っ
て

も
サ
ク
ラ
は
柚
希
が
気
に
な
る
ら
し

く
、柚
希
が
大
泣
き
す
る
と
走
っ
て

来
る
し
、昼
寝
を
し
て
い
る
と
様
子

を
見
に
行
っ
た
り
、傍
ら
で
一
緒
に

寝
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
お
互
い
に

い
い
遊
び
相
手
の
よ
う
で
、柚
希
が

ボ
ー
ル
を
投
げ
る
と
サ
ク
ラ
が
取
り

に
行
き
、く
わ
え
て
持
っ
て
来
ま
す
。

そ
ん
な
一
人
と
一
匹
の
様
子
を
見
て

い
る
と
、ほ
ほ
え
ま
し
く
朗
ら
か
な

気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　
初
め
て
の
育
児
は
分
か
ら
な
い
こ

と
だ
ら
け
で
す
が
、家
族
の
協
力
の

お
か
げ
で
な
ん
と
か
頑
張
れ
て
い
ま

す
。実
家
が
近
く
で
本
当
に
良
か
っ

た
で
す
。大
変
な
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、柚
希
が
生
ま
れ
て
か
ら
は
に
ぎ

や
か
で
、毎
日
笑
顔
が
絶
え
ま
せ
ん
。

生
ま
れ
て
き
て
く
れ
た
こ
と
に
心
か

ら
感
謝
で
す
。こ
れ
か
ら
も
元
気
に

の
び
の
び
と
成
長
し
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

■
保
内
町
宮
内

菊
池

き
く
ち

　
真
由

ま

ゆ

さ
ん
の
巻

長
女
　
柚
希

ゆ
ず
き

ち
ゃ
ん（
十
カ
月
）

浜 之 町

写真左 高橋
たかはし

宗佑
そうすけ

　くん　（７ 歳）

写真右 育玖
い く

　くん　（４　歳）

父・知宏
ともひろ

さん、母・安希
あ き

さんからのメッセージ

いつもにこにこ優しい宗佑！！元気いっぱいで、
みんなを笑顔にしてくれる育玖！！これからも二
人仲良く元気でいてね

有料広告


